
５．応募条件・方法

　　・申込書(応募様式①②）に必要事項を記入の上、多治見商工会議所または笠原町商工会へ

　　・申込書は、多治見商工会議所ウェブサイト（https://tajimi.or.jp/）

　　　笠原町商工会ウェブサイト（http://www.gifushoko.or.jp/kasasho/）からダウンロードを

　　　お願い致します。

２．応募資格 　

多治見商工会議所・笠原町商工会の会員等（注１）であり、且つ下記のいずれかに該当するもの。

中小企業が今までの枠組を超え新しい技術・取組みに挑戦することに加え、新型コロナウイルス （１）審査方法

表彰対象 感染症の厳しい局面を乗り越えるための新しい取組みや、SDGｓへの取組みも対象とする。 　　　選考委員会を設置し、審査を実施する。

　　　　一次審査：書面審査により、二次審査進出企業を決定する

（1）新たなモノ（新商品/サービス）を生み出す取組み。 　　　    ※応募数によっては一次審査を実施せず、全件一次審査通過扱いとする場合もある

　 　　　　二次審査：「一次審査を通過した企業」を対象に、プレゼンテーション審査を実施する

　　 （２）表彰対象

　　 

　　　（1）新たなモノ（新商品/サービス）を生み出す取組み。

　　　　・新製品、新商品の事業展開

　　　　・新技術(登録済みの特許など)の導入事例

　　　（2）新たなアイディア（生産性・品質の向上 、新市場の開拓）を創造する取組み。

　　　　・従来の方法を見直し、新しい方法で事業改善を行った事例

（2）新たなアイディア（生産性・品質の向上 、新市場の開拓）を創造する取組み。 　　　　・他業種と連携による新しいビジネスモデルの構築

 　　　＊特に以下の観点について評価を行います。

　　　　・事業の独創性　　　　　　　　　・事業の革新性 ・SDGｓへの取り組み

　　　　・事業の実現性、市場性　　　　　・コロナ禍後の「新しい社会様式」への貢献度　

７．受賞者の発表及び、表彰式

　 　・発表は、令和５年３月頃に受賞者に対し、書面にて通知するとともに、４月号の会報誌

　　　「商工たじみ」「笠原町商工会ニュース」及び、多治見商工会議所ウェブサイトに掲載

　 　　いたします。また、各広報機関にも掲載依頼いたします。

    ・表彰式は、３月の多治見商工会議所議員総会にて行います。

８．その他
　注1：会員等とは、会員または会員が組織する団体等をいう。応募と同時加入も可とする。 　　・応募申込書は、本表彰の審査以外の目的には使用いたしません。

　　・審査に使用する以外、受賞者についての活動内容については、了承が得られている事項

３. 表彰の内容 　　　以外は秘匿いたします。受賞者及び本表彰のＰＲ等における活動内容の公開については、

　「 大　賞 」１件　（ 「賞状」 及び 「副賞５万円」 ） 　　　受賞者等関係者との事前協議を行います。

　「 奨励賞 」２件　（ 「賞状」 及び 「副賞２万円」 ） 　　・提出された応募書類等は返却致しませんので、ご了承願います。

　　・受賞者決定前の候補者に関するお問い合わせや審査状況に関するお問い合わせには、

　　　一切お答え出来ませんのでご了承ください。

４．募集期間
　令和４年１０月３日（月）～令和４年１２月２３日（金） ９．問い合わせ先

　　・多治見商工会議所：多治見市新町１－２３　　　ＴＥＬ　０５７２－２５－５０００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０５７２－２２－６１００

Ｅ-mail　joshita@tajimi.or.jp
　　・笠原町商工会：多治見市笠原町２０８１－１　　ＴＥＬ　０５７２－４３－３２４１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０５７２－４３－４４２０

Ｅ-mail　kasasho@ml.gifushoko.or.jp

第１2回　『多治見ビジネス・イノベーション大賞』　募集要項

　　・推薦または自薦による公募を行います。

１．多治見ビジネス・イノベーション大賞とは

　　　独自の技術やアイディアにより、新たな付加価値を生み出そうとする中小企業等の挑戦を応援し、イノ 　　　お申し込みください。

　　ベーション推進に努めると共に、地域社会の活性化に貢献することを目的とするものです。 　　・取組・活動のパンフレット・新聞雑誌等の資料を添付して下さい。

　　　本表彰により、地域経済の成長、社会変革、福祉の向上さらにはSDGsや新型コロナウイルス対策等へ貢献

　することを目的しています。

６．審査方法・表彰対象

【表彰対象事例】

　●新製品、新商品の事業展開

　　(例)液晶ディスプレイ製造メーカーが保有するクリーンルームを活用し、マスク生産を新たに始めた。 　　　下記のいずれかに該当するもの　　

　　(例)酒造メーカーが消毒液や原料の生産を新たに始めた。

　●新技術（登録済みの特許など）の導入事例

    (例)一般消費者向けDIY用タイルシート：タイルと接着シートを一体にし、一般のﾕｰｻﾞｰでも簡単・きれい

        に施工できる商品事例

【表彰対象事例】

  ●従来の方法を見直し、新しい方法で事業改善を行った事例

   （例)陶磁器メーカーがアパレルメーカーと連携し、アパレルメーカーのECサイト上でアパレル向け新商品

        の陶器販売を行う事例。

    (例)従来複数人で行う作業を機械を入れることで、単独で行う作業にすることができた。

    (例)サプライチェーン毀損への対応を行うため、新しい機能を備えた生産設備を導入し、生産性の向上

　　　　や、品質の向上を行った事例。

   （例)業務マニュアルの作成を行い、従業員で共有し、多能工化を進め生産性・品質の安定を図った事例。

  ●他業種と連携による新しいビジネスモデルの構築

   （例)巣ごもり商品を共同で開発し、ECサイトで商品販売を行った事例。


